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行
政
情
報

【
問
】私
は
、１
年
６
カ
月
の
予
定

で
、Ｔ
国
に
あ
る
現
地
法
人
Ａ
社

の
漁
船
の
乗
組
員
と
し
て
乗
船
し

て
い
ま
す
。家
族
は
日
本
に
住
ん
で

い
て
、下
船
期
間
は
日
本
に
帰
り
、

家
族
と
過
ご
し
て
い
ま
す
。私
は
、

日
本
で
の
確
定
申
告
が
必
要
で
す

か
。

【
答
】あ
な
た
の
場
合
、居
住
者
と

判
断
さ
れ
ま
す
の
で
、確
定
申
告
が

必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

居
住
者　

国
内
に
住
所
を
有
し
、

ま
た
は
現
在
ま
で
引
き
続
い
て
一

年
以
上
居
住
を
有
す
る
個
人
を
、

「
居
住
者
」と
い
い
ま
す
。

住
所
の
判
定　

所
得
税
法
上
の
住

所
と
は
、そ
の
者
の「
生
活
の
本
拠
」

を
い
い
、船
舶
の
乗
組
員
の
住
所
は
、

そ
の
者
の
配
偶
者
、そ
の
他
生
計
を

一
に
す
る
親
族
の
居
住
し
て
い
る
地

ま
た
は
そ
の
者
の
勤
務
外
の
期
間

中
通
常
滞
在
す
る
地
が
国
内
に
あ

る
か
ど
う
か
に
よ
り
判
定
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
、あ
な
た
の
場
合
、日

本
に
家
族
が
お
り
、下
船
時
は
家

族
と
と
も
に
生
活
し
て
い
ま
す
の
で
、

住
所
は
国
内
に
あ
る
と
判
断
さ
れ

ま
す
。

確
定
申
告　

よ
っ
て
、外
国
船
乗

組
員
と
し
て
の
勤
務
が
一
年
以
上

で
あ
っ
て
も
、居
住
者
と
判
断
さ
れ

る
こ
と
か
ら
、一
定
の
所
得
を
有
す

る
場
合
な
ど
、確
定
申
告
が
必
要

な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、技
術
指
導
な
ど
で
外
国

に
居
住
し
て
い
る
方
の
場
合
は
、非

居
住
者
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

外
国
税
控
除
額　

居
住
者
の
所

得
に
つ
い
て
外
国
で
課
税
さ
れ
た
場

合
に
は
、そ
の
外
国
所
得
税
の
全
部

ま
た
は
一
部
を
確
定
申
告
の
際
、

所
得
税
の
額
か
ら
控
除
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。こ
の
控
除
を
受
け
る

た
め
に
は
、確
定
申
告
書
に
外
国

税
額
控
除
の
額
お
よ
び
そ
の
計
算

に
関
す
る
明
細
書
の
記
載
が
あ
り
、

か
つ
、外
国
所
得
税
を
課
せ
ら
れ
た

こ
と
を
証
す
る
書
類（
税
の
名
称
お

よ
び
金
額
な
ど
を
記
載
し
た
書

類
）な
ど
の
添
付
が
必
要
で
す
。

問　

石
巻
税
務
署
�　

－
４
１

２２

５
１

『
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ
』

◆
外
国
船
乗
組
員
の
確
定
申
告

国
民
年
金
の
「
免
除
申
請
」
を
す

る
方
は
申
告
を
忘
れ
ず
に

　

国
民
年
金
に
は
、保
険
料
を
納

め
る
こ
と
が
困
難
な
方
の
た
め

に
、免
除
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

申
請
す
る
と
、本
人
・
配
偶
者
・

世
帯
主
の
前
年
の
所
得
に
つ
い

て
審
査
が
あ
り
、基
準
に
該
当
し

た
場
合
、免
除
が
決
定
し
ま
す
。

　

「
免
除
申
請
」を
す
る
方
は
、収

入
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
市
税

の
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問　

石
巻
社
会
保
険
事
務
所　

�　

－

５
１
１
５
・
国
保
年
金
課

２２

（
内
線　

・　

）・
各
総
合
支
所
・
支

２５６

２５７

所

　

毎
年
、自
動
車
の
登
録
・
検
査
の

手
続
き（
名
義
変
更
、住
所
変
更
、

廃
車
、車
検
な
ど
）を
さ
れ
る
方
々

が
３
月
に
集
中
し
ま
す
。そ
の
た
め
、

窓
口
や
車
検
場
は
も
と
よ
り
駐
車

場
が
大
変
混
雑
し
、申
請
者
の

方
々
に
は
場
合
に
よ
っ
て
は
、３
時

間
以
上
お
待
ち
い
た
だ
く
状
況
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
手
続
き
は
、で
き
る
だ

け
早
め
に
済
ま
せ
て
い
た
だ
く
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。

軽
自
動
車
以
外

窓
口
の
受
付
時
間　

午
前
８
時

　

分
〜
正
午
／
午
後
１
時
〜
４

４５時（
土
日
、祝
日
を
除
く
）

問　

東
北
運
輸
局
宮
城
運
輸
支
局

登
録
関
係
�　
 －

５
５
４
０ －

２
０
１
１

０５０

検
査
関
係
�　
 －

２
３
５ －

２
５
１
３

０２２

車
検
予
約
� 　
 －

５
５
４
０ －

２
１
１
１

０５０

車
検
予
約
U
R
L

h
ttp
：
//w
w
w
.k
e
n
sa
y
o
y
a

k
u
.m
lit.g
o
.jp
/

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
ttp
：
//w
w
w
.th
t.m
lit.g
o
.j

p
/m
g
/m
g
-in
d
e
x
.h
tm

軽
自
動
車

窓
口
の
受
付
時
間

午
前
８
時　

分
〜　

時　

分
／

４５

１１

４５

午
後
１
時
〜
４
時（
土
日
、祝
日

を
除
く
）

問　

軽
自
動
車
検
査
協
会
宮
城

主
管
事
務
所　

�　

－

　

－

１

０２２

２８４

３
６
８

テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス
�　

－

　

－

０２２

２３８

５
５
６
６

自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自
動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動
車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車
ののののののののののののののののののののの
登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登
録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検
査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査
ののののののののののののののののののののの
手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手

自
動
車
の
登
録
・
検
査
の
手

続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続
ききききききききききききききききききききき
ははははははははははははははははははははは
おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早
めめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめ
ににににににににににににににににににににに

続
き
は
お
早
め
に
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裁判員制度Q&A
○裁判員になったことを家族や親しい人に話してもよいのですか？

　法律上、何人も、名前、住所その他裁判員であることを特定するに

足りる情報を公にしてはならないとされ、これには、裁判員自身が、

自分が裁判員であることを公にする場合も含まれます。これは、裁判

員への接触や働き掛けを防ぎ、裁判員自身の平穏を保護するとともに、

裁判員裁判の公正さを確保する目的もあるからです。

　従って、例えばインターネットで自分が裁判員になったことを公表

することは許されませんが、日常生活の中で、家族や親しい人に話す

ことまでは禁止されません。また、裁判員でなくなった後に、自分が

裁判員であったことを公にすることも禁止されていません。

○裁判員になったことでトラブルに巻き込まれませんか？

　裁判員の名前や住所などは公にはされません。評議の際にどの裁判

員がどんな意見を述べたかは、明らかにされません。

　裁判員の皆さんの安全を確保するために、裁判員やその親族に対し

威迫行為をした者を処罰する規定が設けられています。

　なお、裁判員やその親族に危害が加えられるおそれがあり、裁判員

の関与が非常に難しいようなごく例外的な事件は、裁判員が加わらず

裁判官だけで裁判を行う場合があります。

問　仙台地方裁判所石巻支部　�22－0361
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毎月8のつく日は野菜の日!!
（8・１８・28日）

○「野菜の日」には特に意識して野菜をとりま
しょう。

○家族みんなで野菜の大切さについて話し合い
ましょう。

　「みんなで生き活き健康プラン（石巻市健康増
進計画）」では、毎食野菜を食べる人を増やす
ことを目標にしています。野菜は１日350g以
上とりましょう！

350g ってどれくらいでしょう？

　　　　　　　 　問　健康管理課（内線514）

緑黄色野菜は

両手に１杯（120g）

淡色野菜は両手に

２杯（230g）
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行
政
情
報

１　

建
設
工
事
ま
た
は
測
量
・
建
設

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
業
務
の
入
札
参

加
資
格
申
請

　

平
成　

･　

年
度
、市
が
発
注
す

２０

２１

る
建
設
工
事
や
測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
等
業
務
の
競
争
入
札
な
ど
に

参
加
し
よ
う
と
す
る
事
業
者
の
方
々
を

次
の
と
お
り
受
け
付
け
し
ま
す
。

　

す
で
に
登
録
済
み
の
方
も
、平
成　
２０

年
３
月　

日
で
有
効
期
限
が
切
れ
ま

３１

す
の
で
、新
た
に
手
続
き
が
必
要
で
す
。

２　

物
品
購
入
・
役
務
提
供
の
入
札

参
加
資
格
申
請（
補
充
登
録
）

　

平
成　

年
度
、市
が
発
注
す
る
物

２０

品
購
入
や
役
務
提
供
の
競
争
入
札
な

ど
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
事
業
者
の

方
々
を
次
の
と
お
り
受
け
付
け
し
ま
す
。

　

す
で
に
登
録
済
み
の
方
は
、有
効
期

限
が
平
成　

年
３
月　

日
ま
で
と

２１

３１

な
っ
て
い
ま
す
の
で
、今
回
申
請
す
る
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

３　

小
規
模
契
約
希
望
者
登
録
申

請（
補
充
登
録
）

　

平
成　

年
度
、市
が
発
注
す
る
小

２０

規
模
契
約（
履
行
が
容
易
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
、予
定
価
格
が　

万
円

５０

未
満
の
小
規
模
の
も
の
）を
希
望
す
る

事
業
者
の
方
々
を
次
の
と
お
り
受
け
付

け
し
ま
す
。

　

す
で
に
登
録
済
み
の
方
は
、有
効
期

限
が
平
成　

年
３
月　

日
ま
で
と

２１

３１

な
っ
て
い
ま
す
の
で
、今
回
申
請
す
る
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

申
込
資
格　

１
か
ら
３
ま
で
の
各
申

請
要
領
に
定
め
る
方
。

受
付
期
間　

２
月
１
日（
金
）〜
２

月　

日（
金
）※
２
月　

日（
金
）午

１５

１５

後
５
時
管
財
課
必
着
で
す
。

申
込
方
法　

郵
送（
宅
配
便
含
む
。

配
達
記
録
郵
便
な
ど
到
着
日
が
確
認

で
き
る
方
法
に
限
る
）の
み
と
し
ま
す
。

持
参
に
よ
る
受
け
付
け
は
し
ま
せ
ん
。

※
こ
れ
ら
１
か
ら
３
ま
で
の
各
申
請
要

領
お
よ
び
申
請
書
類
に
か
か
る
様
式

は
、い
ず
れ
も
１
月
４
日（
金
）か
ら
市

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（h

ttp
：
//w
w
w

.c
ity
.is
h
in
o
m
a
k
i.lg
.jp
/k
a
n
z

a
i/
p
o
s
tin
g
/
p
o
s
tin
g
－
m
e
n

u
.js
p

）か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、市
の
設
計
図
書
閲
覧
室（
市

役
所
本
庁
舎
北
側
駐
輪
場
並
び
）お

よ
び
各
総
合
支
所
に
も
用
意
し
ま
す

の
で
、ご
自
由
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

各
申
請
書
類
な
ど
の
郵
送
先

〒　

－

８
５
０
１

９８６
石
巻
市
日
和
が
丘
一
丁
目
１
番
１

号　

石
巻
市
総
務
部
管
財
課
契
約

グ
ル
ー
プ

※
各
申
請
書
類
な
ど
が
市
に
配
達
さ

れ
た
か
確
認
す
る
場
合
に
は
、各
申
請

書
類
な
ど
の
送
付
を
依
頼
し
た
会
社

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
検
索
す
る
か
、ま
た

は
送
付
を
依
頼
し
た
会
社
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　

管
財
課　

�　

－

６
６
１
１
・

２３

　
　
　

－

６
６
１
２（
直
通
）

２３

管
財
課
か
ら「
業
者
登
録
」の
お
知
ら
せ

排
水
設
備
等
工
事
指
定
店
の
登

録
申
請

　

一
般
家
庭
や
工
場
・
事
務
所
な

ど
の
雑
排
水
と
水
洗
ト
イ
レ
の

汚
水
を
公
共
下
水
道
に
接
続
す

る
工
事
を
行
う
指
定
業
者
の
登

録
申
請
を
次
の
と
お
り
受
け
付

け
し
ま
す
。

応
募
資
格
（
詳
し
く
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
）

・
県
内
に
営
業
所
を
有
し
、
工
事

に
必
要
な
設
備
お
よ
び
機
器
を

有
す
る
も
の
。

・
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
を

１
人
以
上
専
属
す
る
も
の
。　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
  
ほ
か

受
付
期
間　

２
月
１
日（
金
）〜

　

日（
金
）（
土
日
、祝
日
を
除
き

２９ま
す
）

申
・
問　

下
水
道
管
理
課（
内
線

　

）
379今

月
の
「
市
長
室
開
放
デ
ー
」
は

２
月　

日（
木
）午
後
１
時
〜
７

21

時
で
す
。

　

市
民
の
皆
さ
ん
に
開
か
れ
た

市
政
を
目
指
す
た
め
に
実
施
し

て
い
る
「
市
長
室
開
放
デ
ー
」
で

は
、
市
長
室
見
学
や
市
長
と
の
懇

談
が
で
き
ま
す
。
市
長
室
の
扉
を

開
い
て
、
市
民
の
皆
さ
ん
を
お
待

ち
し
て
い
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に

お
い
で
く
だ
さ
い
。

問　

広
報
広
聴
課（
内
線　

）
398

※
都
合
に
よ
り
、
開
催
日
な
ど
が

変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申込用紙（試験要項）の配布受験資格
採　　用

予定人員
採用場所職　　種区分

●　配布場所

　病院局事務部　病院管理課（石巻市立病院内）

※郵送を希望する場合は、封筒の表に「看護師試験申込書請求」また

は「理学療法士試験申込書請求」と朱書し、あて先を明記した返信用

封筒（Ａ４サイズが入る大きさ・140円切手貼付）を必ず同封し、請求

してください。

●請求・問合先

　病院局事務部　病院管理課

　〒986-0835　石巻市南浜町一丁目７番２０号

　　　　　　　   �0225-23-3200（内線2027）

昭和４６年4月2日以降

に生まれた方で、看護

師資格を有する方また

は平成２０年3月３１日ま

でに資格を取得する見

込みの方

５人程度

石巻市立病院

看 護 師

石

巻

市 昭和４２年4月2日以降

に生まれた方で、理学

療法士資格を有する

方または平成２０年3月

３１日までに資格を取得

する見込みの方

１人程度理学療法士

● 平成２０年度採用　石巻市職員募集 ●

●試 験 日　平成２０年２月２１日（木）

●要項配布　平成２０年１月１８日（金）から配布します。

●申込受付　平成２０年１月１８日（金）から平成２０年２月１５日（金）まで郵便に限り受け付けします。（当日必着）詳細は試験要項をご覧ください。


